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はじめに

本稿は、 日本統治下の朝鮮において、公州憲兵隊 ・忠清南道警務部が1911、13、14

年に調査 ・編纂 した民情調査資料 『酒幕談叢』を素材に、当時の朝鮮社会の状況を論 じ

ようとするものである。その際、特に 日本の植民地支配開始に伴い導入された新たな文

物 ・制度 ・秩序に対 し、当時の朝鮮民衆がどのような反応を示 したか、に注目したい。

本資料の作成された1910年 代は植民地初期の「武断政治」期にあたる。この時期は、出

版 ・言論弾圧により極端に残存資料が少なく、植民地期全体の中でも最も研究が立ち遅

れている時期だと言わざるをえない。にもかかわらず、1910年 代研究にはこの時期固有

の解明すべき課題が存在する。一つは、韓国 厂併合」(以 下、引用符号省略)に つづ く

この時期は、日本の支配が朝鮮社会を本格的に変貌 させていく初発点であり、その具体

的様相を解明することが課題 とされてきた。今ひ とつの課題 としては、この時期が1919

年の3・1独 立運動に帰着する歴史的要因を探求す ることも重要視されてきた。 これま

で、!910年 代の政策史研究、運動史研究のいずれにおいても、このような課題のいずれ

かあるいは両者を意識 しなが ら進められてきた といってよい。

しかるに、いずれの課題に接近するにせ よ、日本の支配に対 して民衆がどのように反

応 しどのような意識を形成 したか、とい う問題は避けて通ることができない。このよう

な視点を欠く場合、政策史研究は、 日本の支配が一方的に朝鮮社会に貫徹したかの如 く

見る結果に陥 りがちであり、運動史研究においては、独立運動家や近代的s.リ ー トの思

想 ・行動を無条件に一般民衆のそれと同一視 したりする単純化 された議論に帰結しかね

ないだろ う。

本稿で使用する 『酒幕談叢』は、後述するようにいくつかの問題点はあるにせよ、民

衆 自身の肉声を記録 した資料で、これまで研究者の問でも知られていなかったものであ

る。本論文が、同資料を紹介 ・分析するのは、!9!0年 代研究において関鍵的位置を占め

る民衆の意識 ・心性について貴重な知見を与えてくれるものと考えたからにほかならな

い。

さて、植民地支配の開始に伴 う新たな社会秩序の導入 とこれ に対す る民衆の反応 と

い う問題 を理解 しよ うとする際、有益な理論的枠組みを示 しているのは、近年盛んに

提唱 されつつある 「植民地的近代性」(colonialmodemity)と い う概念である。この問題に

関す る記念碑的作品たる弔剤量 ・碧モ司編著 『近代主体斜 植民地規律権力』(文化科学

社、1997年)所 収の諸論文や、ChulwooLee,"Modernity,Legality,andPowerinKoreaunder

JapaneseRule"(1999)(1)な どは、 日本の朝鮮支配においては前近代的な暴力性 ・野蛮性を

1Gi-WookShinandMichaelRobinson,eds.,ColonialModernityinKorea(Cambridge,Mass.andLondon:

HarvardUniversityAsiaCenter,1999)所 収 。
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はらんだ政策が朝鮮社会に強制的に導入 されたとい う既存のイメージに修正を試み よう

としている。すなわち、これ らの研究は、フーコーの 「規律権力論」を理論的基礎 とし

て、日本の統治が有 していたある種の 「近代性」に目を向けながら 「近代」の抑圧的な

側面に対する関心を喚起 した。植民地下で導入 された近代的秩序が朝鮮人の日常生活レ

ベルにどのような権力作用をもた らしたのか、を深 く探ろうとする問題意識をそこには

うかがえる(2)。確かに 『酒幕談叢』を見ると、本論で述べるように、朝鮮民衆が 「近代

化」(あ るいは 「文明化」)に 対 して肯定と否定が混在する両義的な評価の間で揺れ動

いている姿を見ることができる。前述の諸研究はいまだ1920年 代以降の都市型知識人 ・

都市型生活様式の分析に偏重 しているが、このよ うな議論がより広い文脈で有効である

ことをいったん認めたいと思 う。

しかしながら、同時に、このような議論に全面的に与するには、い くつかの点で躊躇

を覚えるのも事実である。上記諸研究が、 日本を含む近代西欧国家 と日本植民地の統治

様式に 「近代性」 とい う共通の基盤があることを確認 させるとい う点では新鮮な問題提

起となっている反面、朝鮮支配の特質を 「近代性」とい う概念か ら把握 しようとするあ

ま り 「植民地的」な特質を看過 してしまうのではないかという危惧もぬぐいきれない。

第一に、上記研究(特 に弔剤丑 ・碧モ剤編著本)で は、フーコーのい う 「規律権力」

の 「装置」(学 校、工場、病院、軍隊等)に おける近代的規律の扶植 とその内面化に着

目している点である。本来西欧における国家権力の近代化を分析するためのそのような

手法を植民地支配の分析に援用しながら、西欧諸国や 日本本国と異なる支配の 「植民地

的」特質を摘出するとい う隘路は、必ず しも打開されていない印象 を与える(3)。この問

題に関 しては、植民地権力が煩瑣な法令の施行や統計調査の実施を通 じて民衆の日常生

活の細部に干渉する点に統治の 「近代性」を見よ うとしたLeeChulwoo論 文の視角は示

唆的である。 日本本国や西欧近代諸国に比べ明らかに 「規律装置」の密度 と深度が未発

達だった植民地においては、む しろ目に見えない警察権力 ・行政権力のネッ トワークが

より重要な役割を果たしていた と見る観点もありうるのではないだろうか(4)。『酒幕談

叢』にあらわれた警察行政の諸側面はこのような仮説を支持してくれるものと考える。

第二に、 「規律装置」を通 じた支配 に着 目する論考にせよ、国家権力による日常的

2朝 鮮史 にお ける 「植 民地的近代性」についての研究動 向については、松本武祝 「"朝鮮 におけ る

「植民地 的近代 」"に 関す る近年の研 究動向一 論点 の整 理 と再構 成の試み」(『 アジア経 済』 第43

巻第9号 、2002年9月)が 見通 しよく論点 を整理 してお り有益で ある。また 、並木真 人 「朝鮮 にお け

る 『植 民地近代 性』 ・ 『植 民地公 共性』 ・対 日協 カー 植 民地政治 史 ・社会 史 研究 のた めの予備

的考察 」(『 国際交 流研 究』第5号 、2003年3.月)9～16頁 、李鐘畋 「日本 の植 民地支配 と朝鮮 社会

変動一社会学 か ら見た現状 と課題」(『 日本統治 下の朝 鮮一 研究の現状 と課題』(国 際 日本 文化研

究セ ンター、2003年)99～101頁 、戸邊秀明 「ポス トコロニア リズム のイ ンパ ク トと可能性一 日本

植 民地研 究 との かかわ りで」(『 日本植 民地研 究』第15号 、2003年6,月)70～72頁 、 も参 照 された

い。

3例 えば、招萢量 ・碧…剤 ・な。1牛 「普通学校体制斜 学校規律」(招 剤丑 ・碧暑剤編著、前掲書)

が、 日帝が公 立普通学校 とい う規律装置 を通 じて 「兵士型人 間」 の創 出を 目指 していた と結論づ け

たこ とに対 し、松本、前掲論文、40頁 は、このよ うな特徴 は 日本本 国のほ うが より徹底的であった

はずだ とす る河 かお る氏 の批判 を紹介 してい る。

4松 本 武祝 「植 民 地期朝鮮農村 にお ける衛 生 ・医療事業 の展 開一 「植 民地的近代性 」 に関す る試

論」(同 『朝鮮 農村の く植民地近代 〉経験』社会評 論社、2005年)も 、病 院 ・医療 とい う 「規律権

力」 の装置が希薄で あ り、警察 による防疫事 業や 地方行政機 関な どによる衛 生啓蒙事業が重要な役

割 を果 た した と論 じている。
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支配に着 目するLeeChulwoo論 文にせ よ、基本的に日本の朝鮮統治手法における 「近代

的」部分のみを取 りだ し考察するとい う接近方法をとっているが、当時の民衆が現実に

直面 していた植民地支配の影響を全て 「近代性」 とい う側面から説明することの問題点

は既に指摘されている(5)。また、 「植民地近代性」の議論が往々にして被支配者たる民

衆を客体 としてしか位置づけていないことに懸念を表 し、 「近代世界 とは隔絶 している
・… 民衆の基層文化」により注意を払お うとする議論 も民衆史研究か らは提示 されてい

る(6)。本稿は、そ うした問題提起を意識 して、1910年 代朝鮮 における多様な権力作用の
一部分のみをとりだ して分析するのでなく

、当時の様々な統治上の施策 と社会状況の変

化、それに対する民衆の反応を広く考察対象 としている。そのために議論が総花的にな

っている側面は否定できないが、民衆 自身の目か ら見て植民地支配が総体 としてどのよ

うに映っていたかを再構成する作業 として意味があるだろうと考える。

本稿の構成は以下の通りである。

第1章 では、 『酒幕談叢』の編纂 目的 ・記録内容について概要を記す。第2章では、植

民地支配に対する民衆のイメージを彼等が直面していた具体的な諸問題に即 して明 らか

にする。第3章 では、前章の静態的分析 を補 うため、その時々の国際情勢や時事問題に

対す る民衆の関心のあり方を探る。

1『 酒幕談叢』の資料的概要

『酒幕談叢』(韓 国国会図書館所蔵)は 、忠清南道内の憲兵警察が当時の民情を調査

記録 した資料である。全文 日本語で、手書きの文字を蒟蒻版で印刷 した、以下の3つ の

記録が合綴 されている(合 綴の順序は②③①だが、刊行年度順に並べ替えた)。

①[無 題](1911年10～12.月 調 査 、1912年2,月 刊 行 。 計197丁(7)。 以 下 、12年 版 とす

る)。

② 公 州 憲 兵 隊本 部 ・忠 清 南 道 警 察 部 『酒 幕 談 叢 』 第 三 巻(1913年12,月 調 査 、1914年2

月 刊 行 。 全67丁 。 以 下 、14年 版 とす る)。

③ 公 州 憲 兵 隊 本 部 ・忠 清 南 道 警 察 部 『酒 幕 談 叢 』 第 四巻(1914年10～12月 調 査 、1915

年2.月 刊 行 。 全55丁 。 以 下 、15年 版 とす る)。

この資料の作成 目的については 「凡例」において、 「本談叢ハ専ラ管内庶民ノ意向及

社会ノ趨勢ヲ知ルノ資料二供セム為メ編纂セルモノ トス」(『 酒幕談叢』14年 版、他の

年度の 厂凡例」でもほぼ同様)と 書かれている。調査方法は次のようなものとされてい

る。

本談叢ハ管内 四憲兵分隊、九警察署、各其 ノ部 内二於ケル各市場張開 日二当

リ憲兵補助員 、朝鮮人巡査、巡査補 ヲ変装セシ メ各酒幕 二入込 マシメ人民 ノ談

5こ の点 に関連 して、三唱司氏は、Gi-WookShinandMichaelRobinson,eds.,op.cit.に 対す る

書評(「 植民主義フ}漏 落宅`植 民地近代性'」『歴史問題研究』第7号 、2001年11,月)に おいて、 「変化

してい く植 民地主義政策 とその 中での発現 した植 民地人民の生活様相の変化 を無差別 的に`植 民 地

近代性'と 単一的 に把握す る傾向があ る」 と批判 してい る(267頁)。

6趙 景達 『朝鮮民衆運動の展開一士の論理 と救済思想』(岩 波書店、2002年)12頁 。

7合 冊 されてい る3種 の資料の 内、この 『酒幕談叢 』12年 版 のみ調 査機 関(憲 兵 分隊 ・警察署)ご

とに丁数 がふ ってあ り、通 し番号が記 されて いない。 したがって、同資料 の引用で示す丁数 のみ は

調査機 関ご との丁数 であ り、他の資料の丁数 が通 し番 号であ るとい う違いが あることをお断 りして

お く。
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話 ニ シテ政 治、経 済、宗教 、教育 、徴税 、農 、商、工業 等二 関スル事 項其 ノ

他諸種 ノ浮説 、訛伝 、巷説 等二至ル迄聴込 ノ侭 文飾 ヲ加ヘ ス収録 シ タルモ ノ ト

ス」(15年 版 「凡例」 より。他 の年度 もほぼ同様)。

人々の多く集まる場に、警察機構末端の朝鮮人憲兵補助員等を酒幕に送 り込み、でき

る限り生の民衆の声を採録 しようとしたのである。 なお、憲兵警察が情報収集 に当たっ

た 「酒幕」とは、 厂今 日の居酒屋 と食堂、旅館の機能を兼ね、様々な情報を交換 しあう

ニュースセンターの役割を してもいた」(8)。在来市場や大きな峠の麓、船着き場な どに

多 く見 られたが、田舎でも村の入 り口に大抵一、二件あり、様々な階級のものが出入 り

するが、総 じて下層労働者や市場に出入 りする商人が多かったとされる。

『酒幕談叢』は、このような一般民衆の情報交換機関たる酒幕から引き出した民衆の

肉声を集めたものである。記録は系統的に整理されているわけではなく、収集 した談話

を管轄警察署 ・憲兵分隊 ・憲兵分遣所ごとに、特に分類項 目を立てずに配列している。

もちろん朝鮮語の談話が 日本語に訳出されてはいるものの、その点を除けば収集者たる

憲兵警察が特に手を加 えた形跡は見いだしにくい。 「文飾ヲ加ヘス収録」するとい う前

述の方針が基本的に守られていたと考えてよいだろう。 このような民情調査資料は、相

互参照できる資料が他にないため資料批判が困難 とはいえ、類を見ない調査資料である

のは間違いない。また、このような資料を通じて、憲兵警察下の民衆監視体制がいかに

厳格だったかも如実に知 られよう。

もちろん、資料 としての問題点がないわけではない。第一に、 『酒幕談叢』は、3っ

の調査期間における民情の 「定点観測」以上でも以下でもない。 したがって民衆の心性

の変化を連続的に把握するには限界がある。また、 『酒幕談叢』12年 版と14年版の間に

は、当然 「13年版」が作成 されたことが推測されるが、所在は不明である。第二に、調

査方法 自体から見て、情報源の選択が厳密な統計的手法で抽出されたものではないこと

である。収録された談話の内容から、情報源(談 話の発話者)と して下層労働者や商人

が多かったことは窺えるものの、情報源の階層 ・職業等については必ず しも明らかにさ

れていない。第三に、多様な情報を収集する方針だったとはいえ、主として憲兵警察の

管轄事項についての情報が多く集められたことは否定できない。 したがって、1910年 代

の民衆に大きな影響を与えたはずの土地調査事業や農政等については直接的にはあまり

触れ られていない。第四に、憲兵警察の厳 しい 目常的監視下での情報に民衆が どの程度

本音を口にしていたかも疑問の余地がないわけではない(9)。以上のような問題点を克服

するために他の資料と突き合わせ裏付けをとることに努めたが、なお及ばぬ点も多いこ

とを断っておきたい。

さて、 『酒幕談叢』の内容は、(!)植 民地支配 ・総督政治全般に対する感想 と、

(2)辛 亥革命、第一次世界大戦など時事的な問題への関心とに大別できる。表1は 、

『酒幕談叢』各年版の分量と内容を示したものである。内容上の分類については、本稿

8以 下 、裴桃植 「風情 σ1遇 喫 酒幕」(同 『韓国民俗q現 場』集 文堂、1993年)30頁 。 朝鮮総督

府官房文書課編刊 『(調 査資料第16輯)朝 鮮の群衆 』(1926年)209～211頁 も参照。

9例 えば、 「一人 ノ鮮 人日 ク大 田警察 ノ李刑事巡査補ガ未 ダ今 日ハ来ナイヤ ウダ賭ママ抜 ヲ始 メナ

イ カ… ・一人ハ 日ク今 ハ憲兵 ガ居ルカ ラ刑 事巡査ハ 来ナ イダ ロー」(12年 版 、公 州憲兵分 隊、12

丁)、 あるいは、 「近頃憲兵ヤ補助員力種々服装 ヲ変ヘ テ市場ヤ村里 ヲ巡回スルガ為 メ強窃盗ハ殆

ト跡 ヲ絶 タ」(14年 版 、禮山憲兵分隊、24丁)等 の談話 が収め られてい る。民衆が この よ うに憲兵

警察 の監視 を知 っていた以上、心情 を余 さず吐露 してい たか ど うか につい ては若干留保す る必要 が

あるだ ろ う。



表1『 酒幕談叢』各年版
の内容

出典:『 酒 幕 談叢 』1912年

版 、1914年 版 、1915年 版

注1:1つ の談話 は原則 として1
つ の項 目に分類 したが、長文 の

談話や単一 の項 目に分類 しに く

い場合 、複数 の項 目に重複 して

カウン トした場合 もある。

注2:1914年 版 と1915年 版 にお

いて、各憲兵警察機 関数 の丁数

の合計が総丁数 と一致 しないの

は、1つ の丁の 中に2つ の機 関の

記述が重な って入ってい る場

合、重複 してカ ウン トしてい る

た めで ある。

丁数(丁)
収録談話

(件)

第2節(1) 第2節② 第2節(3) 第3節(1)

その他 合計

朝鮮時代と総
督政治の比

較・文明化

身分制・伝統
的価値観の

解体

内地人への

評価・内地人
の朝鮮人に
対する態度

憲兵警察に
対する評価

税金・負債

米価・生活

苦

道路・鉄道

等の建造及

びそれに伴

う賦役

諸法令・衛

生事業など

に伴う植民
地権力の生

活干渉

宗教 時事的問題

1912年版

憲兵分隊

公州 43 93 1 1 8 14 30 8 11 z 6 15 96

天安 18 47 z 6 4 16 z 6 z 13 2 53

禮山 9 14 1 1 1 z z 5 1 1 1 15

扶餘 11 zz 1 z 1 z 4 5 7 7 29

警察署

公州 22 49 1 z 3 3 14 3 8 1 12 41 51

大田 7 11 1 z 1 2 7 1 14

洪州 19 34 4 2 6 5 5 3 5 41 34

鴻山 16 37 1 1 3 16 7 7 z 1 38

牙山 6 11 1 1 1 1 1 z 3 1 11
瑞山 zi 43 1 2 4 23 2 3 z 5 2 44
唐津 8 22 1 4 3 3 1 5 2 3 22

保寧 7 20 z 1 1 12 2 1 z 2i

江景 10 21 1 z 11 1 4 5 24

合計11971424112116128135114013716011816514111452

1914年 版

憲兵分隊

連山 9 35 1 z 5 11 8 3 1 6 37

天安 14 75 5 8 4 9 13 12 6 3 4 16 80

禮山 12 37 1 1 5 3 9 6 5 1 2 4 37

扶餘 6 34 1 3 3 3 5 3 3 1 3 9 34

警察署

公州 3 15 1 4 3 1 1 z 3 15

洪州 5 27 1 z 9 s 3 1 z 3 27

大田 5 26 1 1 2 1 7 2 8 z 2 26
牙山 z 13 1 5 3 1 1 z 13
唐津 5 33 3 1 2 12 3 6 1 3 3 34
保寧 3 11 3 4 1 z 3 13

瑞山 5 31 1 3 3 i 5 4 5 3 z 4 31

鴻山 3 z2 1 1 4 3 5 1 5 z z2

江景 4 22 3 8 3 5 1 z 22

合計176138111412112612519615315411412915gll391

1915年 版

憲兵分隊

大田 5 20 z 7 4 3 て z 1 zo
天安 4 6 1 z i 1 1 117
禮山 4 17 1 7 3 2 1 3 117
扶餘 6 29 1 1 2 7 3 7 4 4 129

憙兵分遣可
鳥致院 4 19 z 7 3 3 1 3 19
温泉里 4 16 z 11 1 z 3 19
青陽 2 5 3 z 5

警察署

公州 5 33 5 z 1 13 z 4 1 1 4 33

大田 3 10 z 4 1 1 z 10
唐津 3 12 1 z 9 1 13
瑞山 5 27 1 1 14 z 3 z 4 27
洪城 5 za 1 2 1 7 3 z 4 5 25

保寧 3 10 z 1 4 2 2 11
舒川 4 16 1 12 1 2 16

合計1571244121131511411041231341612712311251

舜
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書

L

`iY
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第2、3章 での議論に沿って行ったものであり、多分に筆者の主観による分類 とならざる

をえなかった。また、一つの談話の中に複数の発話者の談話が含まれていたり、複数の

内容が含まれている場合があった りするために、カウン ト方法も厳密を期 しがたかっ

た。表1は 、全体の大まかな傾向を示 しているものと理解 されたい。

2植 民地支配に対するイメージ

本章では、 『酒幕談叢』に現れた民衆の雑多な談話を分析するために、(1)植 民地

支配全体に関わるもの、(2)日 常生活に関わる具体的な諸施策に関するもの、(3)宗

教に関するものに分類して、その内容を概観する。

(1)植 民地支配に対する交錯するイメージ

『酒幕談叢』全体を読んで印象に残 るのは、第一に、当時の民衆が 「文明化」 とい

う概念を漠然 とではあれ既にある程度形成 していたこと(そ こには朝鮮王朝末期以来の

開化の風潮 も関わっているだろうがここではその問題には立ち入 らない)、 それと同時

に、民衆が 「文明化」を場合によっては 日本の支配 と結びつけて捉 えながらも肯定 ・

否定の一方では割 り切れない両義的なイメージを抱いていたことである。 日本の支配 と

「文明化」 とを結びつけている代表的な談話を取 りだ し、両者の問にどのような関係を

見いだ しているのかを見てみたい。

文明ナル日本官員中特二憲[「 憲」の後に 「兵」字の書き込みあり]ノ御陰

ヲ以テ田舎迄安寧二暮シ得ルニ至レリ日本ノ文明ト聖徳 トヲ蒙リ之レヨリー般

人民ガ文明ノ進歩ヲ望ムニ至レリ(12年版、公州憲兵分隊、18丁)。

朝鮮 ガ 日本 二併合サ レタノハ朝鮮ガ未ダ西洋諸 国 ノ如 ク文明セヌ為 メ ト思 フ

ガ数年 ノ後朝鮮ガ 内地 同様 ニナ ッタラ朝鮮 ヲ独立 国ニスルデセ ウカ(14年 版、

瑞 山警察署、57丁)。

併合後税金 ノ上納期 限其他何事 二限 ラス規則正 シク実行 セラルsハ 文 明ノ政

治 トシテハ左モアルベ キ事 ナルベ キモ無学 ノ吾等 ノ考ペ ニテハ余 リ圧制過 キル

ノ感ア リ(12年 版 、牙 山警察署 、4丁)。

このように談話は多種多様である。第一の談話のように 「併合」 と 「文明化」が直結

された場合、第二のように、 「文明化」を肯定 しつつもそれが くすぶ り続 けるナシ ョ

ナ リズムと同居 している場合もあった。 しかし、第三のように植民地支配の中で現実に

直面 している具体的な施策や生活状況については否定的感想が圧倒的に多く、そのこと

は 「文明ノ政治」に対す る素朴な肯定的感情を否定 して余 りあるものだった。 『酒幕談

叢』の全体的な基調 としては、やや抽象的なレベルでは 日本の支配に対 し肯定と否定が

混在 した声が見 られる反面、具体的な日常の諸施策 については極めて否定的イメージが

形成 されていた とい う印象を受ける(こ こでい う日常的な施策 とは、重税による生活

苦、道路建設 に伴 う諸負担や煩瑣な法令等であるが、これについては第2章 第(2)節

で具体的に検討 したい)。

植民地支配総体に対するこのよ うな見方は、朝鮮王朝時代に対する評価 とも表裏をな

していた。第二に、前近代的支配体制 ・支配理念の解体に対する両義的イメージを検討

しよ う。

開港期から植民地期にかけ両班の在地社会支配が動揺 していたことについては、次の

ような一般的理解が定着 している。すなわち、17世 紀後半、守令一在地両班一郷吏層の
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三者による在地社会支配体制が成立 し、儒教的価値観が在地両班の学問としてのみでな

く村落の支配原理として浸透するにいたった。 しかし、朝鮮王朝末期以来郷吏層の社会

的上昇にともない在地両班の勢力は相対的に低下し、ついで甲午改革以降中央集権化の

改革および統監府期の地方制度改正によって在地両班 と郷吏層は地方行政か ら排除され

ていった(1・)。植民地期に入って総督府権力が新たな地域支配者 として朝鮮人のどのよう

な階層を利用しようとしていたかについては説が分かれるが、いずれにせよ在地社会に
一定の協力者が形成されるのは1920年 代以降とみる点では諸研究は一致する(11)

。これ ら

のことを総合すれば、併合初期は両班支配体制が解体 し、植民地支配の支柱 となる新興

勢力が台頭する過渡期に当たっていたと考えてよいだろう。

このような支配層の変動は民衆も敏感に察知している。彼らの実感を表 した談話とし

ては、両班の専横からの解放を述べるものが 目につ く。例えば、 「昔日ノ両班ハ今 日ノ

両班二有ラザルナ リ… ・実譜 日ノ事 ヲ考ヘバ歯ガギリー シマ峨 々ハ今 日ノ蝴 ノ

世ヲ迎フ ト新年正月ヲ迎フ心持ガシマス」(12年 版、公州憲兵分隊、23～25丁)、 「国

王時代ノ官吏、両班、等ハ猥二権勢振 リノミナシ殆ン ト収賄主義ノ施政ヲ為シ居 リシモ
… ・現今ハ両班農民ノ区別ナク平等施政 トナ リ実二楽楽モシキ時代二至リタリ」(12年

版、禮山憲兵分隊、23丁)等 である(12)。具体的には、司法での取扱が身分に関係なくな

り、 「両班モ私自自強制力力無ク」なったこと(12年 版、公州警察署、18～19丁)、 両

班常民間の訴訟事に 「昔 日ノ如キ不公平ナル処置」がなくなったこと(15年 版、公州警

察署、5丁)が 指摘 されている(13)。

こうした社会変化にともなって両班の権威が失墜したと見る者も少なくなかった。 「今

度ハ文明国ノ人民 トナ リ両班等ハ駄 目トナ ッタ」(12年 版、唐津警察署、2丁)と い う

のであり、両班がむしろ常民から 「侮辱」されたり(12年 版、鴻山警察署、15丁)、 厂馬

鹿ニサレル」(14年 版、鴻山警察署、61丁)現 象も見 られたという(14)。ただし、当時総

督府が恩賜金の配布や経学院の事業を通じて両班儒林の懐柔に努めたり、忠清南道でも

道長官 自ら在地両班を招き支持を要請 した りするなどしていたことを考えると、両班の

10李 泰鎮 著、六反 田豊訳 『朝鮮 王朝社 会 と儒 教』(法 政 大学出版 局、2000年)第14章 、宮 嶋博

史 『両 班一 李朝 社会 の特 権階 層』(中 公 新 書 、1995年)第8章 、姜 再鎬 『植 民地 朝鮮 の地方 制

度』(東 京大学 出版会、2001年)第1、2章 。

ll植 民 地期 にお け る支 配 の協 力 者 の 起源 と して 、Eckert氏 は開 港期 以来 の新 興 地 主 と考 え

(CarterJ.Eckert,OffspringofEmpire:TheKoch'angKimsandtheColonialOriginsofKoreanCapi-
talism,1876-1945,SeattleandLondon:UniversityofWashingtonPress,1991,Chap.1)、 洪性讃氏

は中人 ・郷吏層 と見てい るが(洪 性讃 「韓 末一 日帝下潮 社会変動叫 郷吏層」延世大学校編

『韓国近代移行期 中人研 究』新書苑 、1999年)、 これに対 し、池秀傑 氏は特定 の階層 に偏 らず、開

港期 に富裕化 した よ り多様な階層を想 定 してい る(池 秀傑 「旧韓末一 日帝 初期 有志集 団q形 成斗

郷吏」 、前掲書)。 しか し、いずれに して も、1910年 代、地域 有望家層ない し地方 「有志」 を支配

機構 の末端 に組 み込む ことには総督府は成功 していない と見 る見解 は、池秀傑 、前掲論文や大和和

明 「植 民地朝鮮 地方 行政に関す る一試論一 面制 の確 立過 程を中心に」(同 『植 民地期朝鮮の民衆運

動』緑蔭書房、1994年)等 で も共通す る。

12他 に、12年 版一公州 憲兵分隊、9丁 、天安憲兵 分遣所 、!3丁 、瑞山警察署、2丁 、保寧警察署、3

丁、15年 版一瑞 山警察署、43丁 な ども同様(煩 雑 を避 け るために全ての例 を摘記す るのは控 え、特

に関連す る情報 を含む代表例 をあげ るに とどめた。 この点は以下の引用 で も同様 である)。

13他 に、12年 版一鴻 山警察署、1丁 、14年 版一瑞 山警察署、56、59丁 な ども同様。ただ し、司法 に

対 しては、朝鮮 人 と 日本 人 の裁判 で 「朝鮮 人ガ勝 ッタ話ハ未 ダ聞カナ イ」(12年 版 、公州 憲兵分

隊、4～5丁)、 「裁 判官ハ朝鮮二於ケル事情 暗キ」ため無知な代理人の証言を重用す る(12年 版、

江景警察署、1～2丁)の よ うな批判 も存在 した。

14他 に、12年 版一瑞 山警察署、12～13、15丁 なども同様。
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権威が 『酒幕談叢』の諸談話が示すほどに地に落ちていたのかはなお疑問も残る(15)。

他方、両班の地位の相対的低下 と反比例 して、新知識 ・日本語の必要性 も認識 され

はじめていた。 「内地語 ノ習熟 ト新教育ハ必ス要 ナリ故二将来ノ児童タル者ハハハハ

相当学校二入 レ学バシメザルベカラズ」(12年 版、牙山警察署、2丁)、 「今年 ノヤ ウ

ニ凶作ニハ官吏ガー番 ヨイ… ・自分モ来年ハ官吏ニナロウカ知ラン補助員ニナルニハ 日

本語ヲ知 ラネバナラヌカラ今カラ勉強シテモダメデセウカ」(14年 版、天安憲兵分隊、

12丁)等 、植民地体制下での社会的上昇のために 日本式の近代教育に目を向ける者が現

れていた(16)。

もっとも、前近代支配体制の解体が、 目本の支配体制の受容に直結 したわけではな

く、儒教的価値観が崩壊 していくことへの反発も根強かった。 「近来著シク人心ガ軽薄

乱雑ニナ ッタ昔ノ美風タ リシ弟弟孝忠信等ハ殆 ド顧 ミラレズ下賭賭 ノ者ガ横着二礼儀

作法モ弁ヘヌ者バカ リデアルコレハ今 日教育方法 ノ欠点 ト思フ」(15年 版、洪城警察

署、47～48丁)の ように、儒教的礼節が崩壊 しつつあることを批判 したり、 「近頃ハ金

銭上ノコト』ナル ト兄弟ハ勿論親子間デモ訴訟ヲ為ス世 トナ ッタ… ・世ノ移 リ変 リカ内

地人ノ悪風ヲ真似ル ノカ」(15年 版、唐津警察署、37丁)(17)等、殺伐 とした世潮 を嘆 く

者 もいた。植民地化に伴 う社会的風習や価値観の変化に対 しても民衆の反応はやはり両

義的だったと言わざるをえない。

そのために、新知識や 日本語能力を身にっけ社会的上昇を果た した`成 り上が り'

を蔑む者 も少なくなかった。例えば、判任官試験で合格 した朝鮮人の風聞に対し 「教育

モ無キ者ガ 日本語計 リ通ジタ トテ総督府制服テ金筋ガ可笑」(12年 版、唐津警察署、5

丁)と の冷笑を浴びせている。そ して、 「日本語 ヲ解スル奴ハ皆段々生意気ニナッテ長

幼ノ分 ヲ弁ヘヌヤ ウニナル」(14年 版、天安憲兵分隊、13-1丁)、 「日本人ガ漸次入

リ込ムニツレテ人情ガ軽薄ニナルヤウダネ」(14年 版、禮山憲兵分隊、26丁)等 、伝

統的道徳観念の崩壊 を日本語教育の普及や 日本人 の朝鮮進出と結びつけて捉えてもい

た㈹。なお、こうした民衆の教育観は、公立普通学校への 自発的入学がこの時期まだ定

着 していなかった事実とも符合する(19)。

15こ の時期 の総督 府の両班儒 林政策 につい ては、姜東鎮 『日本 の朝鮮支配政 策史研究』(東 京大

学 出版 会、!979年)139頁 、柳美那 「植 民地 朝鮮 にお け る経学 院一儒教 教科機 関 と儒 教イデ オ ロ

ギー の再 編」(『 朝鮮 史研究 会論 文集』第42号 、2004年10,月)参 照。 忠清南道で の両班政策 にっ

いて は、小原新三忠 清南道長 官は寺 内正毅総 督 に宛 てた 書簡(1915年5,月3日 。 『寺内正毅 関係 文

書』236-2、(日 本)国 会 図書館憲政 資料室所蔵)が 、各郡巡視 の際両班 を招致 したが、集 ま った

のは 「親 日派」のみ で 「頑 固派」 の懐柔 ができなか った と報告 している。

16他 に、14年 版一連 山憲兵分 隊、4丁 、15年 版一 扶余憲兵分 隊、33丁 なども同様。

17こ の談話 は、宗中財産 をめ ぐる紛争 を指す もの と思わ れ る。 日帝期 、総督府 が宗 中に法 人 とし

て財産を所有す ることを認 めなかった ために、本来宗 中が共 同で所有すべ き土地 をめ ぐり1910年 代

に紛争 が多発 した点 につ いては、李昇一 「日帝 植民地 時期 宗 中財産叫`朝 鮮不動産登記令'一 所

有権 紛争音 中心彑呈 」(『 史学研究』第61号 、2000年12.月)。

18他 に、14年 版一江景警察署 、65丁 、15年 版一 天安憲兵分 隊、14丁 なども同様。

19韓 祐 熙 「普通学校 司 司を 抵抗斗 教育熱」(『 教育理論』第6巻 第1号 、1991年)53～76頁 、

古川宣子 「朝鮮 にお け る普通 学校 の定着過程一1910年 代 を中心 に一 」(『 日本 の教 育史学』第38

集 、1995年10月)177～181頁 。 『酒幕談叢』 中で も、 「今 回警察署デ学生父兄 ヲ呼出シ入学 ヲ勧誘

セ リ若 シ登校セザル モ ノハ強制 スル ナ リ」(12年 版 、唐津警 察署、6丁)と いった就学 の強 制や、

「日本 官憲 ハ ロニハ 朝鮮人 ヲ指導啓発 スル ト称スルモ ・… 知識 ヲ啓発 スル源泉 タル学校 ハ廃 セ ラレ

其科 目等モ制限ヲ加 へ幾多 ノ削除セ ラレタリ」(12年 版 、公州警察署、14丁)の よ うな私立学校弾
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このような日本的文化や価値観に対する拒否感を助長 していたのが、 日常的に見 られた

日本人と朝鮮人の問の差別だった。 日本人官吏や 日本人商人の朝鮮民衆に対する蔑視(2・)、

朝鮮人官吏が昇進上の差別をうけていたこと(21)、猟銃所持を朝鮮人にのみ許可 しなかっ

たこと(1909年4,月 以降朝鮮人の所持は原則禁止 された)(22)、などその例は枚挙にい と

まない(こ の点に関わる問題 としては、在朝 日本人による経済的圧迫もあげることがで

きるが、これについては後述する)。

最:後に、第三点 として憲兵警察に対する評価を見よう。行政機関以上に稠密に配置

され治安維持のみならず 日常的な様々な行政にも関与 した憲兵警察に対する評価も、や

はり植民地支配全体に対するイメージと関わっていると考えるためだ(23)。『酒幕談叢』

には、警察の調査資料 とい う性格上、憲兵警察に対する評価がかな り含まれている(前

掲、表1参 照。談話全体の6～7%を 占める)。

さて、忠清南道における警察行政については、 『酒幕談叢』の調査時期 とほぼ重なる

19!0年 から!914年 にかけ同道警務部長(兼 公州憲兵隊長)を つ とめた服部米次郎が、以

下のように述べている(24)。

道庁 には ・… 多数 内地人官 吏奉職 せ るも、地方郡庁に至 りては内地人 官吏は
一

、二名 に過 ぎず … ・勢ひ警察 万能 とならざるを得ず 、憲兵警 察官は縁 の下の

力持 の気持 を以って忠実 に助長行政 を援助 した り。

また、1915年3,月 に忠清南道長官に就任 した小原新三によれば、このような憲兵警察

の万能ぶ りは同道で特に顕著であり、前任道長官(朴 重陽)時 代は、 「衛生飲食、市場

整理、市街整理等二関シ之ヲ警察官憲ニー任シ道二於テハ何等預 リ知ラザルモノ㌻如キ

態度」をとっていた とい う(25)。このように憲兵警察が末端で行政機関以上の権力を振る

っていたことは、 『酒幕談叢』中の 「郡庁カラノ命令ハ ヨク聞カヌケレ トモ憲兵隊カラ

ハ何事 ヲスルニモ先二出テ監督ヲスルカラ命令カアル前二皆人カヨク仕事ヲスル」(14

年版、連山憲兵分隊、2丁)と い う談話にも窺われるように、民衆もよく知るところだ

った(26)。

それでは、、このよ うな憲兵警察に対 して民衆はどのような視線 を投げかけていたのだ

ろうか。まず、 「現今ハ到ル処二憲兵警察ノ設備力完成シ暴徒出没ハ全ク跡 ヲ断チ皆就

業二安シ枕ヲ高クシテ安臥ナシ得ル様ニナ リタル」(12年 版、禮山憲兵分隊、2丁)、

厂世ガ文明ニナルニ従テ・… 憲兵出張所ガ出来テ[強 盗の]心 配ハ殆ン ド無イ」(14年

圧への批判が見 られる。

20例 えば、 日本人官 吏が 厂内地人 ノ肩 ヲ持 ツ風ガ アル殊 二朝鮮人 ヲ軽視 スル様二見受ケル」(14

年版、天 安憲兵分 隊、17丁)、 「殊 二併合 後ハ 内地人 ハ朝鮮人 ヲ禽獣 ノ如 ク待遇 シ居 レリ」(12

年版 、大 田警 察署、7丁)、 「内地人 ノ湯屋 ハ朝鮮人 ノ混浴 ヲ拒 ミ之 ヲ後 廻シニスルカ ラ癪 ニサ ワ

ル」(14年 版、江景 警察署 、65丁)等 。

2112年 版 一公州 警 察署、8丁 、14年 版一 天安 憲兵 分隊 、20丁 、扶 余憲兵 分 隊、30丁 、瑞 山警 察

署、58丁 。

2212年 版一天安 憲兵分遣所 、9～10丁 、!4年 版一鴻 山警察署 、62丁 。

23こ の時期 の憲兵警 察全般 につ いては 、松 田 「目本統 治下 の朝鮮 にお ける憲兵 警察機 構(1910

～1919年)」(『 史林』第78巻 第6号 、1995年11月)。

24服 部 『九十年 の回顧』(服 部浩刊 、1963年)81頁 。

25前 掲 、寺内正毅総督宛小原新三書簡、1915年5,月3日 。

26そ の他 、郡守 は 「裁 判所ナ リ警 察署 ノ仲 間」に立つた だの 「捺印係」 にす ぎない(12年 版、唐

津警 察署 、3丁)、 「郡庁ハ無 クナ ッテモ ヨイガ憲兵派遣所ハ此儘 ニ シテ置テモ ライタイ」(14年

版、天安憲兵分 隊、13丁)等 の談話 もある。
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版 、 天 安 憲 兵 分 隊 、10丁)の よ うに 、 「暴 徒 」 ・凶 悪 犯 罪 が 消 滅 した こ とを 喜 び 、 憲 兵

警 察 の 存 在 を肯 定 す る声 が 見 られ た(27)(併 合 を前 後 して これ らの 犯 罪 件 数 は 大 き く減 っ

て い た こ と は事 実 と思 われ る。 表2参 照)。 ま た 、 無職 者 ・遊 興 者 ・無 頼 漢 ・賭 博 ・売

買 春 の 取 締 も、 「遊 食 者 ヤ 密 買嬬者 ヲ調 査 シ夫 レ々 二 拘 留 ヤ 説 諭 ヲ為 シ タ ソ ウダ是 ハ 甚

タ 好 イ コ ト 》思 フ 」(15年 版 、公 州 警 察 署 、1丁)等 と評価 され て い る(28)。

表2朝 鮮における強窃盗件数及び検挙件数推移(1908、1910～1915年)

出典:1908年 のみ 内部警務局編刊 『韓 国警 察統計』(1909年)。 その他は 『朝鮮総督府 統計年報 』

各年版。

年

1908年10-12月

1910

1911

1912

1913

1914

1915

被害件数

412

318

206

203

233

262

102

強 盗

検 挙 件 数

126

126

134

131

69

248

77

検 挙 率

31ｰ/a

40%

65%

65%

30%

95%

75ｰ/a

被 害 件 数

1,711

415

763

1,269

1,429

1,371

1,102

窃 盗

検 挙 件 数

674

186

426

687

852

948

873

検 挙 率

39%

45%

56%

54%

60%

69%

79%

注1:数 字 は、 日本 人 ・外 国人 を含 む 。

2:1908年 のみ10-12月 の3ヶ 月 の数 字 で あ り、 他 は 各 年 一 年 分 の数 字 で あ る。

その一方で、憲兵警察は暴力 と分かちがた く結びっいた存在で もあった。 「慶 尚道

ニテハ市場百一税ヲ巡査力徴集 シテ居ルカ[不 正申告の疑いがあると]非 常二殴打ス

ル」(12年 版、天安憲兵分遣所、9丁)、 憲兵隊で笞刑をしている(12年 版、公州憲兵

隊、29丁)等 である。憲兵警察はその治安維持能力を認められは しても、 「和服 ヲ着

テ終始巡回シテ居ル憲兵ハ怖 ロシクテ面ヲ見ルコ トガ出来ヌ」(14年 版、天安憲兵分

隊、13丁)と の如 く、決 して民衆に近い存在ではなかった(29)。また、 「新設駐在所力設

立以来清潔 トカ通路修繕 トカニテ家業ヲ営ム暇ナキ程二人夫二使用セラル」(12年 版、

公州警察署、18丁)と の如 く、憲兵警察による夫役の強制や 日常生活への干渉に強い不

満を抱いていた(こ の点の詳細は次節で述べる)。

以上のように、民衆は憲兵警察に対 して、自身の生活領域を保証 してくれる限 りはそ

の治安維持機能を評価 し、反面、生活領域内に侵入 してくる場合には否定的な反応 を示

27こ れ と同様 の認 識は、12年 版一扶 余憲兵分 隊、6丁 、洪州 警察署、6～7丁 、鴻 山警察署 、5丁 、

瑞 山警 察署、11丁 、保寧警察署、1丁 、14年 版一唐 津警察署 、48丁 、連 山憲兵分 隊、4丁 、15年 版一

瑞 山警 察署 、40丁 な どに窺 われ る。

28こ の他 、12年 版一 牙 山警察署 、3丁 、14年 版一 洪州警 察署、39丁 、15年 版一 大 田憲兵分 隊、10

丁 、鳥 致院 憲兵分遣所 、21丁 、保寧警察署、51丁)な ども同様。

29な お、 この点に関連 して、 同 じ治安維持機 関で も、文 官警察 よ りも憲兵 の方が力 を持 っていた

と見 られ、恐れ られていた ことが、 「憲兵ハ 元ガ軍人デ銃 ヲ持テ色 々ノ事 ヲ習 フテ居 ルガ巡査ハ何

モ 知ラズ只軍刀丈 ケ持 ッテ居ル ノ ミデ」(14年 版 、連 山憲兵分隊、7丁)、 「巡査ハ過 チアル人民

二対 シテハ 丁寧二説明スルガ ・… 憲兵補助員 ガ人 民二対 シテハス グニ頬 ヲ打 ツシ言葉 ハ下等ダカ ラ

感服 シナイ 」(14年 版 、大 田警察署、42丁)な どの談話か らわかる。
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した。総督政治全般に対するイメージ同様、肯定 ・否定の二分法では割 り切れない反応

を示 していたといえる。民衆のこのよ うな複雑な警察イメージは、彼らの中に警察機関

の増設を積極的に求める声と警察機関新設に困惑する声が ともに存在していたことにも

窺われよう(30)

(2)日 常生活に関わる諸施策に対する否定的イメージ

『酒幕談叢』にあらわれた諸談話をみると、前節でも度々言及 したように、具体的な

日常生活に関わる施策になればなるほど否定的な感想が前面に出てくる。その代表的な

ものを見てみよう。

第一に、生活苦と税金徴収に関わる談話を見よう。表1に よれば、この問題に関す る

談話はどの年度でも常に首位を占めてお り、当然のことながら、民衆にとって植民地支

配 とはまず 自己の生活に対する具体的な影響 とい う次元から捉えられたといわねばなら

ない。

忠清南道公州における米価の推移(表3)を 見ると1911年 、米価は高騰 し前年の約

1.5倍 に達 した。 『酒幕談叢』1912年 版 には、 「米作ハ昨年 ヨリ約二割以上ノ豊作デア

リナガラ… ・市場米価ハ益々高クナル計 リテアル」(12年 版、公州憲兵分隊、7～8丁)

とか、物価は3年 前の2倍 以上(12年 版、瑞 山警察署、20丁)な どの談話が多 く見られ

る(31)。

表3忠 清南道公州における米価の推移(1910～1915年)

生 籾 玄 米 精 米

19103.38.310.4

19114.712.516.5

19127.117.021.6

19138.417.220 .5

19145.611.815 .7

19154.49.012.3

出典 『朝鮮 総督 府 統計 年 報 』 各 年 版 。

注:数 字 は 籾 ・精 米 ・玄米(い ず れ も等 級 は上)1石 当 た りの年 平 均 価 格(円)で あ る。

しかるに、高物価は1914年 にいったん下落傾向に向かい、米価は併合後初めて前年 よ

り安値で推移 した。これに対 して、 「米価ハ下落スル税金ハ騰クナル農家ハ困タモノダ

官吏ヤ商人ヤ米ヲ買テ食 ウ者ハ今年ハ実二豊年デアル」(15年 版、舒川警察署、52丁)

とい うように生産者 と消費者では反応が異なった(32)が、大多数の農民には低米価の方が

深刻 な問題だったようである。 「穀物ノ値段力昨年ノ三分ノーニナ リ貧乏人ハ尚ホ困

難i」(15年 版、瑞山警察署、39丁)(33)と の嘆声が漏れ、低米価で春夏の借金の返済が出

30駐 在 所新設 に困惑 してい るケー スは本 文 中にあげた 『酒幕談叢』12年 版、公州警 察署 、18丁 の

談話、逆 に設 置を求めてい る例 としては 「駐在所 二四十里モアル所ニハ是非増設 シテー般二保護 ヲ

シテ貰イ度 シ」(12年 版、鴻 山警察署、4丁)。

31他 に、1912年 版一 公州憲兵分 隊、32、33丁 、天安憲兵分遣所 、1丁 、扶余憲兵 分隊、9丁 、洪州

警察署、13丁 、鴻 山警察署、2、14丁 、瑞 山警察署、16～17丁 な ども同様。

32他 に、15年 版、温泉里憲兵分遣 所、25丁 も同様。

33同 様 の談話 は非 常に多い。15年 版一 公州警察 署、1、2丁 、大 田憲兵 分隊、6丁 、鳥致院憲兵分遣
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来ないものが現れ(15年 版、禮山憲兵分隊、22丁)(34)、金融逼迫の影響で盗賊が現れも

した(15年 版、青陽憲兵分遣所、35丁)。

このよ うな農民の不満の背景には、この年、総督府が 「財政独立五ヶ年計画」に基

づき、地税の増税をはじめ、煙草税増税 ・駅屯土小作料の引き上げを行った ことがあ

る(35)。農民は、 厂米価ハ甚タ下落シ又地税ハ昨年二比シー結二対シ約三割方増加」(15

年版、保寧警察署、50丁)し たと感 じてお り、かつ、1914年 の地税令改訂で佃戸納税が

地主納税に改められたにもかかわらず、 しば しば地主が小作人に税金を転嫁するとして

強い不満を持った(36)。ーこのような不満は、以下のように日本の支配に対する評価 自体に

も及んだ。

「日本ノ政治ノヤ リ方ハウマイネ何故カ ト云フニ併合ノ当時ハ税金ヲ降ゲ両班ヤ官吏

老人二嬲 金ヲ下シ禧 ハセテ獸 サテ人民力 日本 ノ政治二馴 レテ来タ昨今ボツー 税

金 ヲ高メルノダモノ… ・昨今ノヤ ウデハ小作農家ハ餓死スル外ハ無イ」(37)。

また、物価騰貴や生活苦の原因が日本人の進出にあるとする見方も広まっていった。

「日本人ガ ドンー 入込 ミ諸物価殊二米ノ嫌 ノ・牌 ノ今鄭 匕較スノレト3倍肚 ニナ

ッテ来テ生活ガ益々困難ニナ リマシタ」(12年 版 、扶余憲兵分隊、1丁)、 「内地人力

毎年夥 タダシク渡来スルノモ鮮人ノ困ル原因 ト思フ」(15年 版、鳥致院憲兵分遣所、

18丁)等 々である(38)。生活上の素朴な不満が反 日意識へと転化 していく意識構造を見て

とれよう。

第二は、道路改修 とこれ にともな う強制夫役についての談話である。併合後朝鮮で

は、1911年4月 道路規則(府 令第51号)が 制定され 、1911年8月 か ら第一期治道計画が実

施 された(39)。この際、憲兵警察は道路の路線決定に深 く関わってお り、忠清南道でも、

これに先立っ1910年10月 頃、忠清南道憲兵分隊長 ・警察署長合同会議で 「道路改善」に

ついて打合せがあり、道庁に通 じる主要道路を最優先 し、ついで各郡の連絡道路を整備

す ること、 「道路敷地は無償寄付」することな どを定めた。前出の服部忠南警察部長兼

公州憲兵隊長は、 「夫役… ・を使役 して驚 く可き速度を以って改善せ られ、1、2年 後に

は道内一千里に達する改修完成」 したと述べてい る(4・)。忠清南道における道路建設 ・改

修の状況(表4)を みると、工事道路の里数は1912年 をピークに減少 しているが、以降

は総督府直営道路や一 ・二等道路など幅員の広い道路の工事の比率が高 くなったため、
一概 に朝鮮人の負担が減ったとはいえない。 『酒幕談叢』各年版において道路工事に対

所 、21丁)、 洪城警察署 、44丁 など。

34他 に、15年 版 、大田警察署、11丁 も同様。

35堀 和生 「朝鮮 におけ る植 民地財政 の展開一1910～30年 代初 頭に かけて」(飯 沼二郎 ・姜在彦 編

『植 民地期朝鮮の社会 と抵抗』未来社、1982年)204～205頁 。なお、地税 につ いて は、1914年 の地

税令 改訂 による地税 の増減 には道 に より著 しい差違 があ ったが、忠清南道 の場合 には約18%の 増加

であ り、朝鮮全体の平均増加 率(17%)と ほぼ等 しかった(宮 嶋博史 「朝鮮 「土地調査事業」研 究序

説」 『アジア経済』第19巻 第9号 、1978年9月 、47～48頁)。

3615年 版一舒川警察署 、53丁 、温泉里憲兵分遣所、26丁 。

3715年 版 、扶余 憲兵分隊、29丁 。他 に、15年 版 、公 州警察署 、2丁 、大 田憲 兵分隊、7丁 、鳥致 院

憲兵分遣所 、18丁 な ども同様。

38他 に、12年 版一 公州憲兵分隊、20～21丁 、天安憲兵分 遣所、2丁 、唐津警察署 、2～3丁 、鴻 山警

察署 、12丁 な ども同様。

39こ の時期 の総督府 の道路建設計画 と朝鮮民衆 の負担 の全般 的状況 につい ては、広瀬 貞三 「一 九

一〇年代 の道路建設 と朝鮮社会」(『 朝鮮学報』第164輯
、1997年7,月)が 明 らかに している。

40服 部 、前掲書 、83～85頁 。
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する不満が常に10%前 後を占めつづけた(前 掲、表1参 照)の はこのような事情による

ものだろう。

表4忠 清 南 道 にお け る道 路 改 修(1910～1915年)

総督府直営
年度 による改修

地方費事業による改修

1等道路2等 道路3等 道路 等外道路 合計

1910

1911

1912

1913

1914

1915

3.3

11.6

21.6

41.8

41.9

41.2

0.1

0.O

o.o

o.0

3.0

出典 『朝鮮総督府統計年報』各年版。

注:1.単 位 は 「里」。

14.3

45.2

12.0

13.2

0.o

40.2

103.0

28.3

14.1

0.o

75.2

167.3

25.2

21.2

0.o

3.3

141.4

337.1

107.3

90.4

44.3

2.総 督府直営 に よる道路 は幅員 が2～3間 とな って いる。 地方費事業 による道 路は道路規

則 によ り1等道路 は4間以上、2等道 路は3問 以上、3等 道路 は2間以上 と定め られ ている。

さて、道路建設に対しては、交通の便宜を賞賛 し 「文明化」の象徴として肯定する意

見(41)も初期(12年 版)に は見 られたが、これは少数派であり、圧倒的多数は不満を抱い

ていた。その内容 としては、まず、道路建設 においては 「土地収用令」(1911年4月 、

制令第3号)が 適用'され、土地家屋が没収 されることへの不満が見 られた。 「連山地方

デハ道路ノ改修ヲシテ田畑 ヲ沢山ツブスノデ人民ハ困テ居ル」(12年 版、公州憲兵分

隊、5丁)、 「内地デハ道路敷地ノ代金ヲ支払 ト云フニ朝鮮ハ何モカモ強制的ダカラ民

事裁判デモ起シテ見ヨウ ト思ウ」(14年 版、天安憲兵分隊、17丁)、 「田畑ヤ屋敷ヲ無

償ヲヲ徴収サレルニハ誠二困ル」(15年 版、瑞山警察署、42丁)等 々である(42)。

また、道路工事は 「道路維持修繕規定」(1912年12A、 府令第25号)に より無報酬の

賦役 で行われ、主に憲兵警察が強制的に賦役 を課 したが、これに対 しても、 厂一厘ノ賃

銭モ与ヘラレズ道路斗リ善クナッタ トテ沢山ノ田畑ハ没埋サ レ… ・人民ハ如何シテ暮スコ

トカ出来ルカ死ンテシモーヨリ外ハナイ」(!2年 版、天安憲兵分遣所、14丁)、 「賦役

二出ル 日ハニ三十銭損 ヲスル 日トアキラメテ居ネバナラヌ」(15年 版、公州警察署、1

丁)等 の声があがっていた(43)。さらに道路工事のための賦役が農繁期や厳冬期に重なる

ことも少なくなく、 「厳冬雪裡二事情モ顧 ミラレズ賦役二出レバ何ノ日力家屋ヲ繕 ヒテ

防寒 シ柴草ヲ刈テ暖ヲ トルカ妻子ガ之二代 レバ紡績スルコ ト能ハズ幼児ハ昼夜寒飢二叫

ンデ居ル」(14年 版、江景警察署、67丁)と の悲痛な叫びも見 られる㈹。この他、道路

41「 漸次文 明ニナ ッテ来ル ト道路 ハ広 大ニナ ル シ汽 車ハ 開通 シテ便利ハ 宜 シイ 」(公 州 憲兵分

隊、25丁)。 他 に、12年 版一公州憲兵分隊 、36、37丁 、禮 山憲兵分 隊、7丁 、瑞山警察署、20丁 。

42他 に、12年 版一 洪州警察署 、6、7丁 、鴻 山警察署、6丁 、14年 版一唐津警察署、52丁 、鴻 山警察

署 、63丁 、江景警察署 、67丁 。

43他 に、12年 版一 洪州警察署 、7丁、14年 版一禮 山憲兵分 隊、23丁 、天安憲兵分隊、20丁 な ども同

様。 なお 、 この よ うな不満 に対応す るため に夫役 の賃金 を支払 う地域 も現れ た よ うだが、 日本人

監督 が上 前をはね る、賃金 があま りに低 い な どの点で依 然不満 を示 してい る(12年 版一 牙 山警察

署、1丁、15年 版一鳥致院憲兵分遣所、19、20丁 、温泉里憲兵分遣所、27丁 、洪城警察署、48丁)。

4412年 版一 鴻山警察署、8丁 、12年 版、鴻 山警察 署、14丁 、14年 版、天安憲兵分隊、12丁 な ども同
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の新設が 日本人のみに利益を与える(45)、夫役には貧民だけが使役される㈹、同 じ場所 を

何度 も改修 させ られる㈹等々の不満があった。

以上のような道路建設 ・改修に対 し、.ある2人の朝鮮人は次のような会話を交わして

いる。

一人 日韓併合 ニナ ッテ4ケ 年ニナル ガ・… 百姓 ハ李民時代 ヨリ好イナ[ 。]

一人何カ ヨイ コ トガアル カ毎 日賦 役許 リニ出サ レテ道路修繕 二骨ヲ折ラネバナ

ラヌデハナイカ(14年 版 、天安憲 兵分 隊、20丁)。

道路建設に伴 う諸負担に対する不満がやは り植民地支配そのものへの反発へと転化 し

えたことがわかるだろう。

第三に、日常生活への植民地権力の干渉 と呼べる一群の問題があった。序章でも紹介

したLeeChulwoo氏 は、 「権力と支配の問題 としての近代性」を考察するとい う立場か

ら、 「日本の支配は以前は統制対象 とされなかった様々な分野の社会慣習を管理の標的

として(再)発 見ない し(再)創 造した」と結論を下している㈹。そのような感覚を当

時の朝鮮民衆も実感としてもっていたことは、 「併合後ハ何事ニモ吾々ノ為スコ トニ官

吏力嘴ヲ容レルカラ何モ 自由二出来ナイ」(12年 版、天安憲兵分隊、15～16丁)、 「朝

鮮モ漸次開明シテ万事ガ便利ニナルノハ ヨイガ万事万端規則責メニセラル ㌻ニハ困ル」

(15年版、扶余憲兵分隊、32丁)(49)等の談話からうかがわれよう。

具体的にこのよ うな事例 として多 く言及され るのは、まず衛生事業である。衛生事

業に対 しては肯定的意見もないではないが概 して少数派にとどまる(5・)。む しろ憲兵警察

が防疫活動、啓蒙活動や検病戸 口調査を行 うこと(51)に対 して、植民地期以前はなかった

管理 として煩わしさを感 じている。 「私ハ小便所ヲ道路ノ附近二設ケテ居 ッタ処力憲兵

力検査二来テ直二取除ケヨト言フテ叱ラレマシタ トー人日ク君ノミデハナク何処ノ村モ

同シ事デス・… 段々文明ニナル ト8釜敷ナ ッテ困ルデス」(12年 版、公州憲兵分隊、39

丁)、 「何時モ清潔ニセヨト憲兵力口喧シク云フガ吾レハ生 レテカラ… ・未ター度モ病

気二罹 ッタ事ハナイ」(12年 版、天安憲兵分遣所、15丁)等 にそれが窺われる(52)。こ.う

した衛生管理への拒絶反応は、特に家庭にあって植民地権力との接触が相対的に少なか

ったと思われる女性に強かったようである(53)。

様。

4512年 版一 天安憲兵 分遣 所、17丁 、扶余 憲兵分 隊、2丁 、14年 版一 公州警察 署、33丁 、瑞 山警 察

署 、58丁 な ど。

4614年 版一唐津警察署、51丁 、15年 版一大 田憲兵分隊、9丁 な ど。

4714年 版一公州警察署、34丁 、洪州警察署 、39丁 、鴻 山警察署 、62丁 など。

48LeeChulwoo,op.Cll.,p.50.公 権力 がこれ まで管理 ・統制 の対象 と していなかった 日常生活の微

細な領域 にも干渉 しよ うと した こ とに統治 の 「近代性 」 を見い だそ うとす る議論 としては、李鐘畋:

「1910年代 京城住民級q`罪'斜`罰'」(『 刈苦軒(～弖子』 第17号 、2001年9月)も 参照。

49他 に、12年 版一 洪州警察署 、1～2丁 、14年 版一 唐津警察 署、48丁 、15年 版一 天安憲兵分 隊、15

丁な ども同様。

50清 掃 の効 果を認 めた り種痘 の無料接種 を評価 した りす る談話 な どである(12年 版一天 安憲兵分

隊、2丁 、禮 山憲兵分隊、9丁 、瑞W警 察署、13丁 、江景警察 署、2丁)。

51な お、衛 生活動 に対す る憲兵警察 の関与 につい ては、松本 、前掲 「植 民地期朝鮮農村 にお ける

衛生 ・医療 事業 の展 開」参照。 ただ し、松本論文が衛生 ・疾病 の知識が農村社会に受容 され 日常生

活の 「規律化」に基本 的に成功 した と論 じてい る点については、筆者は見解 を異にする。

52他 に、12年 版一 鴻山警察署、5丁 、牙 山警察署、1丁 な ども同様。

53「 此秋モ種痘ガアルナ ラ ンガ婦女 子ニハ女 医デ ナケ レバ 自分 等 ノ家 ノ婦女ハ巡査 ガ来ル ト怖 レ
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また、こうした近代衛生事業への拒否感 と植民地支配に対する不満が一体化して、 「統

監[朝 鮮語で統監は 「円柿」と同音]ヲ 食ブタ処各地方二嘔逆[嘔 逆ハ 「区域」(区 裁判

所)と 同音]流 行シ清国地方ニハイ書列刺病[ペ ス トが正 しい]力 発生セ リ」(12年 版、

唐津警察署、1丁)(54)との如 く、伝染病の流行を日本の侵略と結びつける流言も発生 し

た。

衛生事業以外にも多方面か ら日常生活への規制 ・監視の強化がなされた。例えば、

度量衡法の強制(1909年9,月 、 日本の度量衡法 と同一の単位 に準拠 した大韓帝国法律第

26号 改正度量衡法が公布され、忠清南道主要地域では翌月農商工部令第43号 によって

施行 された)に 対 しては、 「旧度量衡器ヲ自宅二置キ飯米ノ出入又ハ衣服裁縫等 ノ如キ

ニ使用スルコ トハ別二禁止押収ス可キ必要ナキニ近 日巡査力各戸二出張シ旧器ヲー々押

収スルハ之 レ甚ダシキモノナ リ」(12年 版、洪州警察署、19丁)と 不満を吐露 してい

る(55)。また、林野利用の禁止(1908年 森林法の結果、村落の共同林野が国有林野に編入

され入会権が否定された(56))に対しては、 「森林法ハ実二酷ノ法令ナ リ松枝一個伐採 シ

テモ駐在所二探聞サ レ巡査力出張厳禁スル」(12年 版、公州警察署、20丁)、 「今年ノ

如 ク米穀ノ価廉キ トキハ樹ヲ斫テ薪二売ラム トスレトモ容易二許可セラレス困却シテ居

ル」(15年 版、瑞山警察署、42丁)と の声があがった(57)。その他、営業許可手続きの煩

雑 さ、早婚禁止、賭博の禁止、民籍の申告等に対する不満㈹もこうした一連の近代的監

視の強化 とい う文脈から理解 されよう。

(3)宗 教と民衆

さて、 『酒幕談叢』には、諸宗教に対する民衆の感想も収められている。上記に見た

ような植民地支配に対する民衆の心情が、宗教信仰 とどのように結びついたのか、ある

いは結びっかなかったのかを見る格好の材料 といえよう。

まず、キリス ト教に対する民衆の反応について見よう。朝鮮におけるキリス ト教徒の

数は、日露戦争後から併合にかけて信徒数が急増していたが、信徒 ・教会に対す る脅迫

や弾圧により併合後は信徒数が停滞 したとされる(59)。忠清南道でのキリス ト教宣教師 ・

信徒数の推移 を整理 した表5で も概ねこの傾向は確認できよう。

テ逃ル」(12年 版、瑞 山警 察署、8丁)。 「種痘 ノ トキモ他 ノ妻ヤ娘 ノ手 ヲ執 リテ ムヤ ミニ引張出

スカ ラ皆愕イテ泣キ出ス」(14年 版 、大 田警察署、42丁)。

54こ の談話 で語 られてい る1910年 末北満 洲で のペ ス ト発 生 と憲兵警 察を中心 とした支配 当局の防

疫 活動については、朴潤栽 「1910年代初 日帝q蚓 ム三防疫活動斗 朝鮮支配」(河 絃綱教授定年記

念 論叢刊行 委員会編刊 『(河絃 綱教授 定年記念論叢)韓 国史q構 造 叫 展 開』2000年)参 照。

55他 に、12年 版、公州 憲兵分隊、40～41丁 な ども同様。

56尹 海東 「朝鮮列衵q3・1運 動 斗01喜 叫[文 化 政治]弖91転 換 」(「 斎藤實一その生涯 と時代

展」記念 シ ンポジ ウム での発表 文、2002年10月)は 、入 会権否定 の問題 を、3・1運動 の原 因にっな

が る農村社会 の伝統 的秩序動 揺の一つ として重視 してい る。 なお、忠清 南道 では、独 自に警務部令

に よ り乱伐 の防止 と山林育成 を趣 旨 とす る 「私有林伐採取締規則 」が発布 された とい う(服 部、前

掲書、86頁)。

57他 に、12年 版一扶余憲兵分 隊、1丁 、14年 版一禮 山憲兵分 隊、24～25丁 、江景警 察署、63、65丁

な ども同様。

58そ れ ぞれ 、12年 版 、公 州 警察署 、20丁 、14年 版 、扶 余憲兵 分 隊、31丁 、14年 版 、 大 田警 察

署、41丁 、14年 版、唐 津警察署、52丁 。

59倉 塚平 「朝鮮 キ リス ト教 とナシ ョナ リズムー3・1運動 に至るその結合過程 について」(田 口富久

治他編 『現代民主主義の諸問題:秋 永肇教授古希記 念論集 』御 茶の水書房 、!982年)。
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表5忠 清南道におけるキリス ト教宣教師および朝鮮人信徒数推移(1910～1915年)

宣教師・牧師等

生

1910

1911

1912

1913

1914

1915

外国人宣教師 朝鮮人牧師・助手 朝鮮人信徒

11

13

15

15

16

15

107

108

97

87

74

116

7,582

8,661

9,226

8,168

9,041

14,066

出典:『 朝鮮総督府 統計年報』各年版。

表5に より算出すると当時のキリス ト教信徒は人 口百人に一人いるかいないかとい う

水準だった(1912年 末現在、忠清南道の朝鮮人人 口は約99万8千 名)。 このような社会

では、信徒は一般民衆にとっては基本的にまだ異質な存在だったと見 られる。そのため

だろう、 『酒幕談叢』には、全体としてキ リス ト教徒への敬意よりは不信 ・軽侮が目立

つ。その理由としては、キリス ト教徒中の 「無法ナル言語」 「品行不良」(12年 版、洪

州警察署、7丁 、保寧警察署、1～2丁)を 指摘 した談話のよ うに、信徒の言動が一般人

と異なっている点を指摘するものが多い(6・)。信徒以外の者から見れば、 「信者ハ何ノ意

味モ解セズ漫然 ト入教」 し、金儲けのために本を売っていると映っていた(14年 版、天

安憲兵分隊、16、19丁)。 また、一応キリス ト教の意義を認める場合でも、 厂以前ナ レ

バ耶蘇教信者 トナ リテ外国人ノ勢力ヲ借 リ日本人ノ圧制ヲ避クル ノ必要モアランガ今 日

ニテハ何ノ要アリテ耶蘇教宣教師ノ膝下ニアルヤ」(!2年 版、牙山警察署、4丁)と の

如 く、キリス ト教徒も関わっていた国権回復運動が植民地化によって無に帰したことを

暗にとがめだてる声もあった。あるいは、牧師や宣教師が熱心に布教するのは信者が 「全

国人 ロノ三分ノニニ至レハ其ノ国ハ 自国ノ属国 ト為スコ トガ出来ル」からだ(15年 版、

保寧警察署、49～50丁)と の憶測に窺われるように、キリス ト教布教 もしょせん帝国主

義侵略の一環ではないかという警戒 も残っていた。

もっとも、14年 版以降では、上記のよ うな反応を依然示 しつつも、キリス ト教の説 く

道徳や信徒の互助精神を評価 した り、宣教活動へ関心を示 したりす る者 も現れた(61)。表

5で は1915年 にキリス ト教信徒が急増しているが、これは前述 したような生活苦が基盤

となってキリス ト教に対する肯定的な関心が次第に現れてきたことを示 しているのかも

知れない。

次に、 『鄭鑑録』信仰 ・車京石に対する民衆の反応についても 『酒幕談叢』はいくら

かの材料を提供 している。朝鮮王朝の滅亡と鄭氏の王朝の出現を預言 した 『鄭鑑録』に

対す る信仰は、朝鮮時代中期以降、圧政からの解放を求める民衆の願望を表 してきた こ

とが知 られている。趙景達氏の研究によれば、 『鄭鑑録』は韓国併合によって一旦預言

書 としての信憑性を疑われる危機に陥ったが、1910年 代既に民衆の中には自身の救済を

求め 「『鄭鑑録』信仰への回帰」が見られたとされる。また、 『鄭鑑録』の論理を読み

6012年 版 一 洪 州 警 察 署 、7丁 、14年 版一 扶 余 憲 兵 分 隊 、29丁 、唐 津 警 察 署 、50丁 、15年 版 一 公 州 警

察 署 、3丁 な ど。

6114年 版 一 洪 州 警 察 署 、38丁 、 牙 山 警 察 署 、47丁 、 瑞 山警 察署 、59丁 、15年 版一 大 田憲 兵 分 隊 、6

丁 、 保 寧 警 察 署 、49丁 。
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かえながら教義に取 りこみ、もっとも教勢を拡大 した新興宗教としては、車京石の教団

(後の普天教)を 挙げることができるが、この時期は、車京石の教団掌握が進みつつ も

「車京石皇帝登極の風聞はいまだ本格化は していなかった」とされている(62)。
シン ドアン

さて、鄭氏の王朝の新首都 とされていた聖地(鶏 龍 山の新都内)が 他ならぬ忠清南道

にあったこともあり、 『酒幕談叢』には、この問題への関心が比較的多く見出される。

日本の天皇が 「姓ヲ鄭氏二賜 ヒ公州附近鶏龍山二於テ即位式ヲ挙行セラル ㌻トノ風説」

や 「日韓合併以後3年 トナ レバ鶏龍 山二鄭氏ガ都 ヲ定ム可シ」 とい う説が流布 したの

は、民衆が 『鄭鑑録』信仰 と韓国併合 とい う現実を合理的に説明しようとした心情の現

れ と見られ よう(12年 版、瑞山…警察署、5～6丁 、洪州警察署、4丁)。

また、車京石(『 酒幕談叢』では 「車天子」の名で記録されている)に ついては、既に

大きな影響力を持っていたことが、車が新都内に火災が起こることを預言した結果 「随従

スル者千余名二及」んだとの風聞に窺われる(12年 版、大田警察署、2丁)。 全体的にキ

リス ト教信仰より土俗的な 『鄭鑑録』信仰が民衆に根を下ろしていた印象を受ける(63)。

しかし他方で、車京石に対する取 り調べの風聞に対し、 「一般村民ハ・… 如何二車二

先見ア リト云フモ ロ先計 リデ何事モナシ得ス捕ラレタルハ愚ノ極 ト誹謗シ居 レリ」とも

されている(12年 版、牙山警察署、6丁)。 既存の新興宗教研究では、信徒以外の民衆

が信徒や宗教の教義にどのような視線を投げかけていたかとい う問題をほとんど扱って

こなかったが、このよ うに非合理な信仰から距離をおこうとした民衆も少なくなかった

ことを語っている点でも 『酒幕談叢』は貴重だろう。

3国 際情勢 ・時事問題への関心

前章では、主に 『酒幕談叢』各年版 を通じて共通 してみ られる民衆の心性を考察した

が、これ以外に、その時々の国際情勢や時事問題についての鋭敏な関心も現れている。

本章では、1911年 末の辛亥革命および1914年 の第一次世界大戦勃発に焦点を絞り民衆の

反応 を概観 したい。

(1)辛 亥革命 に対して

1911年10月 の武 昌起義によって始まった辛亥革命には、隣国の朝鮮人 も大きな関心

を寄せた。 しかし、この問題については、既存の研究では、革命の朝鮮民族主義思想へ

の影響 ・在 中国独立運動家の革命への参加 といった形で取 りあげられているにとどま

り(64)、民衆の辛亥革命観について論 じられたことはなかった。以下、 『酒幕談叢』より

辛亥革命への反応を探ってみたい(引 用は特記なき限 り12年版による)。

辛亥革命に対する朝鮮人の関心が高かったことは、 「此頃ハ清国ノ内乱ノ状態ヲ知

ラン ト欲シ毎 日新新報又ハ外国新聞及朝鮮新聞等ノ購読者力多クナレリ」(12年 版、公

州警察署、17丁)と いった現象によっても知 られる。 しかし、新聞などの媒体を通 じて

正確な情報に接近 しえた者は例外的であり、む しろ革命に関する不正確な情報が氾濫 し

た。

62趙 景達 、前掲書 、189～190、298～299頁 。

63鶏 龍 山や 車京 石に対す る関心は、12年 版一 大 田警察署、3丁 、保 寧警察署 、6丁 な どに も見 られ

る。

64趙 東杰 「1910年代 独 立運動q変 遷i斗 特性 」(同 『韓 国民族主義 斜 成立斗 独立運動 史研究』知

識産 業社 、1989年)371～372頁 、辛勝夏 「睨観 申圭植 斗 中国革命党人立}潮 関係 」(「 中国学論叢」

編集 委員会編刊 『金 俊樺教授華 甲紀念 中国学論叢』1983年)、 第3章 、等。
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武昌起義の後、清国各地で革命派 と清朝政府の衝突が起こったが、これ に対 して 日

本政府は清朝に立憲君主制を採用するよう外交的圧力をかけようとして失敗に終わ り、

結局1912年 初頭、清朝終焉 と袁世凱の中華民国臨時大総統就任を見た。 この一連の過程

に対 し、清国人が済州島へ来て戦争をしている(公 州憲兵分隊、19丁)、 日清間に戦

争が勃発 した(公 州警察署、2、11丁)、 日本軍が革命軍と闘い大勝利 した(瑞 山警察

署、19丁)な ど、革命の当事者を理解 していなかった り、日本の対革命政策 について

の誤った情報を伝えた りする談話は少なくなかった。また、革命の結果についても、黄

興が大統領になった(天 安憲兵分遣所、11丁)と か、明が再建 された(洪 州警察署、7

丁)等 々の誤伝が広まっていた。

このような状況下では、従来の研究が強調 している革命軍や共和思想への共感は、限

定的なものにとどまらざるをえなかった。 厂清国ノ革命党ハ戦勝ノ結果現政府ヲ倒 シ新

政ヲ聳立セ リ実二其行動称賛ヲヲ値ス朝鮮モ往年東学党蜂起ノ砌 リ事成ヲ得ハ今回ノ嘆

ナカラン」(公 州警察署、14丁)と のごとく、甲午農民戦争と辛亥革命を重ね合わせた

り、革命の結果中国は 「漸次文明国 トナル」ことを予見した りする談話(公 州警察署、

15～16丁)も 散見 されるとはいえ(65)、多数派とはいいがたい。これとは逆に、在朝鮮華

僑の革命軍に賛同する言動に対 し、 厂彼等ハ世界ノ大勢 ヲ知 ラザルモノ」と冷ややかに

見る視線もあった(江 景警察署、5丁)。 このような認識は時期が下って も存在 し、在

朝鮮華僑から 「貴様等ハ併合ダナンテ体ノヨイロ実テ国ヲ奪ハレタデハナイカ」 といわ

れたのに対し、ある朝鮮人は 「時勢ノ然ラシメタノダ貴様 ノ国ハ ドータ毎年々々内乱 ノ

絶タコトハ無クオマケニ西洋各国カラ色々ノ干渉ヲ受ケテ将二分割セラレン トシテ居ル

デハナイカ」と抗弁 したことが記録されている(15年 版、鳥致院憲兵分遣所、21丁)。

辛亥革命に必ず しも共鳴できなかったのは、民衆が何 よりも生活への影響とい う視点

か ら:革命に危惧を抱いていたことが大きい。この時期彼 らが米価を初めとす る物価騰貴

に強い不満を持っていたことは、第2章 第(2)節 で言及 したが、この問題 と革命 を関

連づけ、米価が高いのは 「清国ノ革命党蜂起ノ為メ其軍糧 トシテ輸送スル」ためとみる

者(公 州憲兵分隊、26丁)は 比較的多く見いだされる(66)。また、広木唐木や衣服の輸入

が途絶えることを懸念す る声 もあった(鴻 山警察署、9～10丁 、瑞山警察署、17丁)。

さらに革命の余波が朝鮮にまで及びはしないかとい う懸念 も強かった。清国官軍の敗

兵が朝鮮に入ってこないか(公 州憲兵分隊、40丁 、公州警察署、8、15丁)と 述べ る者

や、 「今般清国ノ動乱二付キ… ・甲午ノ年ノ様二 日本軍 ト衝突スル様ナ心配ハアルマイ

カ」(鴻 山警察署、3丁)(67)と 、前記談話 とは別の意味で甲午農民戦争時を想起 した者

もいた。またこれ と関わり、朝鮮人が日本軍に徴兵 されるのではないか との風聞も広ま

っていた(68)。

革命それ自体のみならず、革命に当面 した日本についても、民衆の間には様々な情報

が飛び交っていた。 日本は辛亥革命を大陸進出の好機 として利用しようとし、またその

ために朝鮮は少なくとも一時期 「満洲」出兵の拠点 と想定されていた(69)。民衆は、 この

65他 に 、 共 和 思 想 と の 関連 で 辛 亥 革 命 に 言及 して い る も の と して は 、公 州 警 察 署 、12、15丁 、洪

州 警 察 署 、11丁 が あ るが 、 肯 定 的 評 価 を 下 して い る の か ど うか は 判 然 と しな い。

66こ の他 、 公 州 憲 兵 分 隊 、22丁 、 扶 余 憲 兵 分 隊 、9丁 、公 州 警 察 署 、22丁 、 大 田警 察 署 、5丁 、 江

景警 察 署 、3、5、6丁 、瑞 山警 察 署 、11丁 な ども 同様 。

67こ の 他 、 扶 余 憲兵 分 隊 、3丁 、公 州 憲 兵 分 隊 、21丁 、 唐 津 警 察 署 、4、5～6丁 も 同様 。

68天 安 憲 兵 分 遣所 、18丁 、 大 田警 察 署 、4、6丁 。

69松 田 「日本 陸軍 到 中国 大 陸 侵 略 政 策 叫 朝 鮮 一1910～1915年 」(『 韓 国文 化 』 第31号 、2003年6

.月)第2章 。
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ような侵略意図をよく知っていた。不正確な情報を含むとはいえ、 日本が出兵または出

兵準備をしたとの風聞は少なくなかった し(7・)、「[清国内乱を]傍 観シ保護ヲ与ヘザル

ハ・… 飽 ク迄擾乱二委セ国勢ノ痩弊ノ極二達スルヲ俟チ 日本ガ出デ ㌧之ヲ併呑スルノ野

心ナ リ」(大 田警察署、3～4丁)(71)と の観察は当時の日本の中国政策の本質を鋭 く指摘

したものといえる。

ただし、そのような日本の侵略主義を察知 しながらも、これに対する朝鮮民衆の態度

は一様ではなかった。

当時、総督府総務長官 ・石塚英蔵は、寺内正毅総督宛の書簡で、朝鮮人の辛亥革命へ

の感想について報告し、 「日本が昨年直二朝鮮を併合 したるは幸運なり今年ならハ実行

困難なりしならん」 「韓国は不是恃 日本二併合せ られたるハ朝鮮人ノ不幸なり」 との声

があると分析 した(72)。確かに、 『酒幕談叢』の中には、 厂支那朝鮮合同シ日本 ト開戦 ノ

計画ニシテ土俵場 トシテ朝鮮黄海道海州 ト仮定シアル」(12年 版、公州警察署、11丁)

との ごとく、日本の支配を抜け出す好機 として辛亥革命を捉 えた者もいなかったわけで

はない。

しかし、民衆の対 日感情はこのような側面ばかりではなかった。他方では、 「朝鮮ハ

清国力戦争スル度毎二幾程カノ影響ヲ蒙 リテ居 リシカ此度ハ日本 ト併合ヲシタ為メ少シ

モ心配スルコ トカナイ ト語 リ喜ヒ居 レリ ト」(禮 山憲兵分隊、9丁)、 何等の影響がな

いのは 「日鮮併合 ノ賜」(瑞 山警察署、21丁)等 、 日本の支配下で中国の内乱の影響を

受けなくて済んだと考える安心感もみ られる。やがて1930年 代には逆に朝鮮民族は日本

によって中国との15年 戦争に巻き込まれていくことを思えば、これを楽観的に過ぎる認

識と批判す るのは容易だが、併合直後のこの時期には、日本の植民地となったことで他

国の勢力角遂の場 となることから抜け出せたとして併合を肯定ないし合理化する心情も

働いた と考えられようか。

また、さらには、 「清国ノ革命軍ヲ日本ニテ討伐 ヲ為シ而シテ清国ヲ日本ノ保護国 ト

為セバ好カリソウナモノヲ何故之ガ干渉ヲシナイノデアロー」(瑞 山警察署、15丁)と

の如 く、 日本と心情的に一体化 し侵略を肯定する者 さえいた。

さて、以上に見た 『酒幕談叢』12年 版の後は 「13年版」の記録が飛んでいる。もし調

査がなされていたら、1912年 の明治天皇死去 ・大正天皇即位 とい う興味深い事件に対す

る反応を知ることができたかも知れないが、この点は如何ともしがたい(73)。

続 いて、 『酒幕談叢』14年 版 には、時事的な問題 として、1913年 秋以降の寺内総督

更迭説や1914年 春の府郡廃合に対する風聞が現れているが、紙面の関係上簡単に概略の

み述べる。前者は、当時 日本で第一次山本権兵衛内閣が植民地総督武官専任制の改革を

70日 本 は1911年11,月 名 古屋第3師 団か ら歩兵1大 隊・機 関銃1小 部隊を北清 に派遣 したが、積極的干

渉を主張 した 陸軍 の 「満洲 」出兵論 は実現 しなか った。 しか し、天安 憲兵 分遣所、11、17丁 、洪州

警 察署、9～10丁 、大田警 察署、1丁 には、 日本が軍艦百隻 を派遣 した、 「満洲」出兵 を行った等 の

風 聞が見 える。

71日 本の野心を指摘 した談話 としては、この他、公州警察 署、3丁。

72寺 内宛石塚書簡、1911年11.月18日(前 掲 『寺内正毅関係 文書』86-6)。

73た だ し、残存 している記録 か ら推測す る限 りで は、天 皇(制)に 対 す る理解 は内面化 されてい

る とは言い がたい。天長節や大 正天皇即位 の意味 を解 しかね ている者 は少な くな く(12年 版、天安

憲 兵分 隊、12丁 、14年 版 、連山憲兵分 隊、6丁)、 「郡 内有志者 ノ発 起二依 リ天皇陛 下永 世不忘頌

徳碑 ヲ建設 セ ン トスル」(12年 版、禮 山憲 兵分隊、1丁)と の如 く、天皇 をあた かも朝鮮 王朝期 の

郡守 と同類 と見なす動き もあった。
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企 図 してお り、 こ の た め に 寺 内 辞 任 説 が しば しば新 聞 紙 上 に現 れ て い た(74に とに伴 う風

聞 で あ る。 これ に 対 して は 、 後 任 人 事 の噂 、総 督 交 代 で も統 治 は 変 化 しない だ ろ うとい

う談 話 が 見 られ た程 度 だ った(天 安 憲 兵 分 隊 、9、17丁 、禮 山 憲 兵 分 隊 、25丁 、扶 余 憲

兵 分 隊 、30丁 、 大 田警 察 署 、45丁)。 後 者 に つ い て は 、 府 郡 廃 合 に伴 う行 政 ・警 察機 関

の配 置 変 更 を懸 念 す る もの(天 安 憲 兵 分 隊 、13丁 、 洪 州 警 察 署 、36丁 、 鴻 山警 察 署 、62

丁 、牙 山警 察 署 、47丁)、 歴 史 あ る郡 の 消滅 ・衰 退 を嘆 く もの(公 州 警 察 署 、34丁 、 鴻

山警 察 署 、62丁)が 見 られ た 。

(2)第 一次世界大戦に対して

最後に 『酒幕談叢』1915年 版を通 じて、第一次世界大戦勃発に対す る民衆の反応を見

よう。

1914年7月 に起 こった第一次大戦が深刻な民心の不安を呼び起こしたことは各種の資

料に見いだせ る。この時期の新聞は、大戦の余波で朝鮮 も戦地になるとか朝鮮人も兵

役にとられるといった流言が横行 したことを伝えている(『 毎日申報』1914年8.月19目

付、 『朝鮮新聞』10.月1日付)。 また、8月 日本が ドイツに宣戦布告をし大戦に参加 した

際には、寺内総督は異例の諭達を発 し、対独戦争は 「朝鮮二影響ヲ及ホスコ トナカルヘ

シ」と強調 し、また足下の官吏 ・警察に 「人心ノ動揺 ヲ未然二防止スヘシ」 と呼びかけ

ている(75)。

無論、朝鮮人の中には 「日本ハ … ・事二依ル ト欧州二迄戦ヒニ行クカモ知 レヌマア

朝鮮人ハ戦争ニハ関係ナイ」 と距離をお く態度も見られたが㈹、少なか らぬ部分で、3

年前の辛亥革命時と似通った反応が見 られた。多くの者は、生活への影響を懸念し、第

2章(2)節 で述べた増税を戦争と結びっけて理解 しようとした。例えば、 「戦争マテ

起 ッテ多クノ糧食力要 リ税金迄増シタノデ農民ハ甚タ困難デアル」(大 田警察署、11

丁)、 「税金ガ無暗二増徴サ レルノハ多分内地人力戦争二往ク為メニ朝鮮総督カラモ金

ヲ出ス為メデアロウ」(温 泉里憲兵分遣所、26丁)と いった談話が典型的なものである

(77)。また、先述 したように、 「朝鮮人モ戦地二行 クダロヲカ」(天 安憲兵分隊、15丁)

と徴兵を懸念 した流言 も生 じた。当時、朝鮮駐屯2個 師団増設が閣議決定を見たこと

(1915年6)月)や 朝鮮での 「軍人後援会」(在 郷軍人会のことか)が 普及 しつつあった

ことに対しても、朝鮮人徴兵の前提ではないかと疑 う者がいた(扶 余憲兵分隊、32丁 、

瑞山警察署、42丁)(78)。 当時の目本陸軍は朝鮮人徴兵制をいまだ現実的な選択肢 として

は考慮していなかったが(79)、辛亥革命時も含 め、朝鮮人の中にこれほど早くか ら徴兵制
への懸念が芽生えていたことは興味深い。

また、辛亥革命時同様、 日本への一体感 とい うべき心情も存在 した。 「今 ト為テハ却

74李 榮娘 「第 一次 憲政 擁i護運動 と朝鮮 の官制 改革 論 」(『 日本 植 民地研 究』 第3号 、1990年8

月)、 参照。

75『 朝鮮総督府官報』1914年8月24日 。

76他 に、大田警察署 、11丁 。

77他 に、大 田憲兵 分隊、6～7丁 、鳥致院憲兵分 遣所、23丁 、温泉里憲兵分遣所 、28丁 、唐津警 察

署、36、38丁 な ども同様。

78こ の他 、朝鮮人徴 兵に関す る談話 としては、舒川警察 署、54丁 。

79こ の時期 、川村景 明軍事参議官談話(『 京城 日報』1916年10.月5日)、 秋 山好古朝鮮軍司令官談

話(『 朝鮮 時報 』1917年8月18日)な ど断片的 に見 られる陸軍要人 の認識 でも、朝鮮人徴兵説 は現

実性を欠 くとして否 定 されている。 ただ、こ うした談話 が出 されるこ と自体 は、 当時の朝鮮人社会

のなかで朝鮮 人徴兵制 が一定問題 になっていたこ とを示 唆 してい よう。
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テ日本二併合サ レタ方カヨカッタ青島ノ陥落ニハ支那人モ驚テ居ル トカ 目本ハ世界 ノ王

国ダ」(15年 版、公州警察署、4丁)、 「日本 ト英国ハ朝鮮 ヲ開発シテクレルカラ其 ノ

勝利 ヲ祈ラネハナラヌ若シカ日本力負ケタナラ呉々モ戦場二出テ戦死セネバナルマイ」

(15年版、禮山憲兵分隊、23丁)(8・)等である。 日本が戦果を挙げ今や世界の強国にのし

上がっていく姿を見て、併合を自ら合理化 し日本帝国への包摂を志向した者 もいたので

ある。

おわりに

小論では、植民地初期の忠清南道において、憲兵警察がその徹:底した監視網のもと収

集 した記録である 『酒幕談叢』を紹介.した。 これまで考えられてきた植民地下朝鮮民衆

の姿よりも植民地支配体制に同調的 ・迎合的と見られる部分も含まれているが、それが

資料 自体のバイアスに基づくものかどうか慎重に考える必要があり、この点は今後の研

究に待ちたい。その意味で、本稿がいまだ試論的段階にとどまることは断って置かねば

ならないが、この資料に即して言えば、その分析を通 じて浮かび上がってきたのは、朝

鮮民衆が、日本の植民地支配総体あるいは朝鮮王朝時代の支配体制 ・支配理念の変容 ・

解体に対して、両義的な 時には矛盾に満ちた一 イメージを抱いていた姿だった。

序章で述べた 「植民地的近代性」の議論との関連から論点を再整理す ると以下のように

なろう。

第一に、 『酒幕談叢』全体を通 じてみるとき、朝鮮民衆は、 日本の支配を指 して

これに同調するにせよ批判するにせ よ 「文明化」 「文明の政治」とい う表現をしば

しば口端に上らせていた。このことは、 日本の支配様式を朝鮮王朝時代の支配体制 と深

く断絶したものと認識 し、かつその断絶の重要な一面を 「文明化」 「近代化」とい う点

に見いだしていたことを示 している。 「植民地的近代」は、植民地支配の始発時点にあ

って、漠然とではあれ、既にリア リティーを持った概念 として形成されていたといえよ

う。そ して、そのような 「植民地的近代」認識が、学校や工場などの具体的な 「規律装

置」によって扶植されていたとい うよりは、旧支配体制の変容と解体をもた らしていた

警察権力 ・行政権力の日常的な諸施策を通 じて生み出されていたことも確認 されよう。

とはいえ、第二に、この時期の民衆の支配体制への反応を単純に 「近代性」 という側

面か らのみ把握することはできない。確かに、 『酒幕談叢』を見る限り、朝鮮民衆は、

日本の支配に 「文明」 「近代」を見いだし、文明への憧憬、封建的身分制からの一応

の解放など、日本の支配様式の 厂近代」的部分によって一定程度幻惑された部分をもっ

た。その意味では、民衆は、 日本の支配を根底から批判 しうる論理をいまだ獲得 してい

たとはいいがたい。 しかし、反面、彼 らは、生活を直接脅かしたり干渉 したりす る施策

には、鋭 く反応 し不満 を抱いた。道路建設のための夫役、高米価や増税、衛生事業をは

じめとする日常的管理体制の導入などに対して示 している否定的な反応は、生活に根ざ

した防衛主義的な態度とでも呼ぶことができよう。直ちに抗 日意識に構造化 されるもの

ではなかったとはいえ、生活者 としての素朴な心性こそが、植民地支配政策の抑圧的側

面に対す る絶えざる不満を通 じて、 「植民地的近代」の浸透が及ばない精神領域を維持

させていたことは無視できないと考える。

第三に、このような民衆の心性は、 『酒幕談叢』の調査時期に生 じた辛亥革命や第
一次世界大戦の勃発など、重要な国際的事件に対する反応にも窺 うことができる。これ

らの事件について、民衆の多 くは正確な知識を得ることは難 しかったものの、相当に高

80こ の他 、 温泉 里 憲 兵 分 遣 所 、25丁 、唐 津 警 察 署 、37～38丁 、 洪 城 警 察 署 、44丁 な ども 同様 。
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い関心を寄せている。そこでの彼 らの反応からも、抗 日のみではない 日本への複雑 な視

線、そ して何よりも自己の生活への影響を基準にして関心の度合いを決定する姿勢を読

み とることができる。また、一見、個人的利害の世界にとどまりそ うな民衆の防衛主義

的心性が、このように、実際には、 しばしば国際情勢に開かれた鋭敏な関心として現れ

たことも注 目しておいてよいだろう。

このような民衆の心性は、以後も、植民地期全体を通じて基調低音をなしてい くこと

になると考えられる(81)。今後は、その継起と変調の様相を具体的に追究していくことが

課題になるだろう。

(付記丿本研究 に当たっては、韓 国延 世大 学国学研究院か ら研究費 の支援 を受 けた。 記 して感 謝 申

し上 げます。 なお、本稿 はシンポ ジウム での発表後一部 書 き改めた上 で、松 田 『日本 の朝鮮植 民地

支配 と警察一1905～1945年 』(校 倉書房、2009年 ♪ に収録 した。

81例 えば、15年 戦争期 にお ける民衆 の心性 を研究 した宮 田節子 『朝鮮民衆 と「皇民化」政策』(未

来社 、1985年)第1章 、卞恩 眞 『日帝 戦時叫入1晉期(1937-45)朝 鮮民衆q現 実認 識コ}抵 抗』

(高麗 大学校大学院史学科博士論文 、1998年)、 松 田 「総力戦期 の植民地朝鮮 にお ける警察行政一

警 察官 による 『時局座談会』 を軸 に」(『 日本史研究』第452号 、2000年4,月)参 照。


